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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方に開口し上方に突出する凸部と上方に開口し下方に凹む凹部とが軒に沿う方向に交
互に形成された凹凸屋根材を備え、この凹凸屋根材が野地板上に設けられて前記凸部と前
記野地板との間に通気空間が形成され、前記凹凸屋根材は軒棟方向において前記野地板の
軒側端縁よりも屋外側に突出する出代部を有し、この出代部における前記凸部の内側から
前記通気空間に外気が導入されるようにした屋根構造であって、前記出代部における前記
凹部の下面から下方に離間して配置されて前記凹部及び前記凸部に対向する塞ぎ部が設け
られ、この塞ぎ部の前記凸部に対応する箇所及び前記凹部に対応する箇所の夫々に通気孔
が形成され、前記塞ぎ部が前記凹部の下面に対して傾斜した片状に形成されたことを特徴
とする屋根構造。
【請求項２】
　下方に開口し上方に突出する凸部と上方に開口し下方に凹む凹部とが軒に沿う方向に交
互に形成された凹凸屋根材を備え、この凹凸屋根材が野地板上に設けられて前記凸部と前
記野地板との間に通気空間が形成され、前記凹凸屋根材は軒棟方向において前記野地板の
軒側端縁よりも屋外側に突出する出代部を有し、この出代部における前記凸部の内側から
前記通気空間に外気が導入されるようにした屋根構造であって、前記出代部における前記
凹部の下面から下方に離間して配置されて前記凹部及び前記凸部に対向する塞ぎ部が設け
られ、この塞ぎ部の前記凸部に対応する箇所及び前記凹部に対応する箇所の夫々に通気孔
が形成され、前記塞ぎ部が前記野地板の軒側端部よりも下方に位置し、前記野地板の軒側
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端部と前記塞ぎ部の屋内側端部の間を塞ぐように第二塞ぎ部が設けられ、この第二塞ぎ部
に第二通気孔が形成されたことを特徴とする屋根構造。
【請求項３】
　前記凹凸屋根材の軒側端部に前記出代部と前記塞ぎ部の間の空間の屋外側を閉塞する閉
塞部が設けられたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の屋根構造。
【請求項４】
　前記塞ぎ部が前記凹部の下面と平行な片状に形成されたことを特徴とする請求項２又は
請求項３に記載の屋根構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は野地板の上に屋根材を設けた屋根構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には建造物の野地板上にスレート等の屋根材が設けられた屋根構造が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６７９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが特許文献１に示される屋根構造にあっては、野地板と屋根材の間の通気性が良
くない。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、野地板と屋根材の間の通気性を確保
できる屋根構造を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明の屋根構造は、下方に開口し上方に突出する凸部と上
方に開口し下方に凹む凹部とが軒に沿う方向に交互に形成された凹凸屋根材を備え、この
凹凸屋根材が野地板上に設けられて前記凸部と前記野地板との間に通気空間が形成され、
前記凹凸屋根材は軒棟方向において前記野地板の軒側端縁よりも屋外側に突出する出代部
を有し、この出代部における前記凸部の内側から前記通気空間に外気が導入されるように
した屋根構造であって、前記出代部の下側に前記凹部の下面から下方に離間して配置され
て前記凹部及び前記凸部に対向する塞ぎ部が設けられ、この塞ぎ部の前記凸部に対応する
箇所及び前記凹部に対応する箇所の夫々に通気孔が形成され、前記塞ぎ部が前記凹部の下
面に対して傾斜した片状に形成されたことを特徴とする。
　また、本発明の屋根構造は、下方に開口し上方に突出する凸部と上方に開口し下方に凹
む凹部とが軒に沿う方向に交互に形成された凹凸屋根材を備え、この凹凸屋根材が野地板
上に設けられて前記凸部と前記野地板との間に通気空間が形成され、前記凹凸屋根材は軒
棟方向において前記野地板の軒側端縁よりも屋外側に突出する出代部を有し、この出代部
における前記凸部の内側から前記通気空間に外気が導入されるようにした屋根構造であっ
て、前記出代部の下側に前記凹部の下面から下方に離間して配置されて前記凹部及び前記
凸部に対向する塞ぎ部が設けられ、この塞ぎ部の前記凸部に対応する箇所及び前記凹部に
対応する箇所の夫々に通気孔が形成され、前記塞ぎ部が前記野地板の軒側端部よりも下方
に位置し、前記野地板の軒側端部と前記塞ぎ部の屋内側端部の間を塞ぐように第二塞ぎ部
が設けられ、この第二塞ぎ部に第二通気孔が形成されたことを特徴とする。
【０００７】
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　また、前記凹凸屋根材の軒側端部に前記出代部と前記塞ぎ部の間の空間の屋外側を閉塞
する閉塞部が設けられることが好ましい。
【０００８】
　また、前記塞ぎ部が前記凹部の下面と平行な片状に形成されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にあっては、凸部と凹部を有する凹凸屋根材が野地板上に設けられて、凹凸屋根
材の凸部と野地板との間に通気空間が形成される。このため、通気空間に外気を通して野
地板と凹凸屋根材の間の十分な通気性を確保できる。また、導入部の内側に至った外気を
出代部における凸部の上面部により棟側に誘導することができて、通気空間の通気性をさ
らに高められる。また、出代部の下側に通気孔を有する塞ぎ部が設けられるので、通気空
間側に雨水や小鳥、虫等が入り込むことを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一実施形態の屋根構造における軒側部分を示し、凹凸屋根材の一部及
び閉塞部材の一部を省略した斜視図である。
【図２】同上の屋根構造の斜視図である。
【図３】同上の凹凸屋根材同士の連結部分を示す断面図である。
【図４】同上の棟側における屋根構造を示す斜視断面図である。
【図５】第二実施形態の屋根構造における軒側部分を示し、凹凸屋根材の一部及び閉塞部
材の一部を省略した斜視図である。
【図６】第三実施形態の屋根構造における軒側部分を示し、凹凸屋根材の一部及び閉塞部
材の一部を省略した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を添付図面に基づいて説明する。
【００１４】
　（第一実施形態）
　本実施形態の屋根構造は図２に示されるように片流れ屋根を有する建物１に適用したも
のである。以下では、傾斜した屋根面に沿って軒と棟を結ぶ矢印Ｄ１に示す方向を軒棟方
向とし、軒に沿う矢印Ｄ２に示す方向を軒方向として説明する。
【００１５】
　図１に示されるように建物１の軒側外壁の上端部には屋外側に向かって突出する軒部２
が形成されている。軒部２の屋外側端部は下方程屋内側に位置するように傾斜した鼻隠し
３（鼻板）で構成されている。鼻隠し３は軒部２の屋外側の面を構成している。他方、建
物１の棟側外壁の上端部には、図４に示されるように屋外側に向かって突出する棟部４が
形成されている。
【００１６】
　建物１の屋根下地は、垂木等の建築躯体上に野地板５を設けることで形成されている。
野地板５は棟側から軒側に向かって一様な角度で下り傾斜している。図１に示されるよう
に野地板５の軒側端部は軒部２よりも屋外側に突出している。野地板５の軒側端面は軒部
２の屋外側の面と略平行である。
【００１７】
　野地板５の軒側端部には軒方向の略全長に亘る塞ぎ部材６が設けられている。塞ぎ部材
６は鋼板製である。なお、塞ぎ部材６は鋼板以外の金属板で形成してもよく、また、その
材質は金属に限定されるものではない。塞ぎ部材６は棟側に向かって突出する載置片部７
を有している。載置片部７は野地板５に載置されている。載置片部７はビスや釘等の固着
具による固着あるいは接着剤による接着によって野地板５の軒側端部に取り付けられてい
る。
【００１８】
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　塞ぎ部材６は、載置片部７に加えて、沿片部８、塞ぎ部９、及び側片部１０を有してい
る。沿片部８は載置片部７の軒側端縁から野地板５の軒側端面に沿って斜め下方に突出し
ている。沿片部８の下縁は野地板５の軒側端面の下縁と同レベルに位置している。塞ぎ部
９は軒棟方向と平行な片状に形成され、沿片部８の下縁から屋外側に向かって突出してい
る。沿片部８及び塞ぎ部９は載置片部７の軒方向の全長に亘って形成されている。
【００１９】
　塞ぎ部９は沿片部８を介して載置片部７に接続されることで、載置片部７よりも一段低
い位置に配置されている。塞ぎ部９の下面は野地板５の下面と面一になっている。塞ぎ部
９には円形の通気孔１５が軒方向の全長に亘って多数形成されている。
【００２０】
　側片部１０は塞ぎ部９の軒方向における両側端部に設けられている。各側片部１０は塞
ぎ部９の軒方向の端縁から上側に向かって突出し、軒方向と直交している。各側片部１０
は塞ぎ部９の軒棟方向の全長に亘って形成されている。なお、図示例の各側片部１０には
通気孔１５が形成されてないが、通気孔１５を形成してもよい。
【００２１】
　野地板５には図２に示されるように凹凸屋根材１１が軒方向に複数並べて載置されてい
る。各凹凸屋根材１１の軒側部分は、図１に示されるように塞ぎ部材６の載置片部７を介
して野地板５に載置されている。
【００２２】
　各凹凸屋根材１１は鋼板製である。なお、各凹凸屋根材１１は鋼板以外の金属板で形成
してもよく、また、その材質は金属に限定されるものではない。凹凸屋根材１１は、下方
に開口し上方に突出する凸部１２と、上方に開口し下方に凹む凹部１３を有している。凸
部１２と凹部１３は軒方向に交互に複数形成されている。各凸部１２の側面部は隣接する
凹部１３の側面部を兼ねている。同側面部は凸部１２の上面部に対して垂直である。
【００２３】
　図３に示されるように隣り合う凹凸屋根材１１は野地板５上に設けられた連結具１４を
介して連結されている。各凹凸屋根材１１の連結具１４側の端部には凹部１３が形成され
ている。この連結具１４側の端部に設けられた凹部１３の外側面部には、被掛止部１６が
形成されている。一方、連結具１４の両側には、掛止部１７が夫々形成されている。各凹
凸屋根材１１の被掛止部１６は対応する連結具１４の掛止部１７に掛止されている。これ
により、隣り合う凹凸屋根材１１は連結具１４を介して連結され、また、連結具１４を介
して野地板５に固定されている。
【００２４】
　各連結具１４には軒棟方向に長いカバー部材１８が取り付けられている。各カバー部材
１８は下方に開口する溝形に形成されている。各カバー部材１８の両側面部には被係合部
１９が形成されている。各カバー部材１８の両側の被係合部１９は、対応する凹凸屋根材
１１の被掛止部１６に係合されている。これにより各カバー部材１８は凹凸屋根材１１を
介して連結具１４に取り付けられている。隣り合う凹凸屋根材１１の間の部分、及びここ
に配置された連結具１４は、カバー部材１８により上側から覆われている。
【００２５】
　図１に示されるように、野地板５とこの上に配置された各凹凸屋根材１１の間には、通
気空間２０が形成されている。通気空間２０は凸部１２と野地板５とで囲まれた空間であ
って、軒方向に凸部１２と同数形成されている。各通気空間２０は、軒棟方向と直交する
断面において矩形状に形成されており、凹凸屋根材１１の軒棟方向における略全長に亘っ
て形成されている。
【００２６】
　各凹凸屋根材１１の軒側端部は、軒棟方向において野地板５の軒側端縁よりも屋外側に
突出した出代部２１を構成している。各凹凸屋根材１１の出代部２１における凸部１２、
すなわち、各凸部１２の軒側の端部は下方に開口している。これら出代部２１における各
凸部１２は、対応する通気空間２０に外気（屋外の空気）を導入する導入部２２を構成し
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ている。すなわち、通気空間２０には断面溝形の導入部２２内側から外気が導入されるよ
うになっている。また、図４に示されるように凹凸屋根材１１の凸部１２の棟側端部と野
地板５で囲まれた開口によって、通気空間２０の導出部２３が構成されている。すなわち
、前記導入部２２から通気空間２０に導入された空気は、通気空間２０を通った後に導出
部２３から外部に排出されるようになっている。なお、棟部４には棟部カバー３４が設け
られている。この棟部カバー３４は導出部２３を隠し、雨水等が導出部２３から通気空間
２０に入り込むことを抑制する。
【００２７】
　図１に示されるように塞ぎ部材６の屋外側に突出した塞ぎ部９は、各凹凸屋根材１１の
出代部２１の下側に位置している。塞ぎ部９は出代部２１における凹部１３の下面と平行
である。塞ぎ部９は各凹凸屋根材１１の出代部２１における各凸部１２及び各凹部１３に
対向している。また、塞ぎ部９の通気孔１５は、各凹凸屋根材１１の各凸部１２及び各凹
部１３に対応する箇所に夫々形成されている。
【００２８】
　ここで、塞ぎ部９は各凹凸屋根材１１の出代部２１における各凹部１３の下面から下方
に離間して配置されている。塞ぎ部９と出代部２１との間には、各導入部２２の内側空間
に連通する隙間２４が形成されている。隙間２４は、各導入部２２の下開口とこれに対向
する塞ぎ部９との間の空間２５、及び、各凹部１３の下面とこれに対向する塞ぎ部９との
間の空間２６とで構成されている。隣り合う空間２５同士はこの間の空間２６を介して連
通しており、隙間２４は塞ぎ部９の軒方向の全長に亘って形成されている。隙間２４の両
端は塞ぎ部材６の側片部１０によって閉塞されている。各導入部２２の内側空間は、隙間
２４及び通気孔１５を介して塞ぎ部９の下側に連通している。これにより、外気は通気孔
１５、隙間２４、及び導入部２２を順に介して、各通気空間２０に導入されるようになっ
ている。
【００２９】
　各凹凸屋根材１１の軒側端部には、出代部２１と塞ぎ部９の間の空間の屋外側、すなわ
ち、隙間２４の屋外側及び各導入部２２の内側空間の屋外側を閉塞する閉塞部材２７が取
り付けられている。閉塞部材２７は各凹凸屋根材１１の軒方向の全長に亘っている。なお
、閉塞部材２７は軒方向に複数並べて設けた部材で構成してもよいし、軒方向に亘って一
体に形成したものであってもよい。
【００３０】
　閉塞部材２７は軒棟方向と直交する板状の閉塞部２９を有している。閉塞部２９は下覆
部３０と上覆部３１とで構成されている。下覆部３０は軒方向に長い板状に形成されてい
る。上覆部３１は下覆部３０に軒方向に間隔を介して複数形成されている。各上覆部３１
は下覆部３０において各凸部１２に対応する箇所から上側に向けて突出し、軒棟方向から
見て凸部１２と略同大同形の矩形状に形成されている。各上覆部３１は対応する凸部１２
の軒側端部に配置され、当該導入部２２の内側空間の屋外側を閉塞している。
【００３１】
　下覆部３０は塞ぎ部９の屋外側端縁に沿って配置されている。下覆部３０は塞ぎ部９の
屋外側端縁に当接している、又は塞ぎ部９の屋外側端縁の近傍に配置されている。下覆部
３０の上部で隙間２４の屋外側が閉塞されている。このように閉塞部材２７で隙間２４の
屋外側及び各導入部２２の屋外側を閉塞することで、雨水等が導入部２２や隙間２４から
通気空間２０に入り込み難くなる。また、前述の塞ぎ部材６の塞ぎ部９は、下覆部３０と
野地板５との間を塞ぐように配置されている。このため、塞ぎ部９によって、雨水や小鳥
、虫等が通気空間２０側に入り込むことを抑制できる。また、下覆部３０の下部は塞ぎ部
９よりも下側に突出している。この突出部分２８は塞ぎ部９の下側の外気を塞ぎ部９側に
導くガイドとして機能し、これにより通気空間２０には通気孔１５を介して外気が導入さ
れやすくなっている。
【００３２】
　図１に示されるように軒部２の屋外側には、軒樋３２が軒部２に沿って設けられている
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。軒樋３２は取付具（不図示）を介して軒部２の屋外側の面に取り付けられている。軒樋
３２は、各凹凸屋根材１１の上面から屋外側に流出した雨水を受ける位置に設けられてい
る。また、軒樋３２は、閉塞部２９の下縁及び塞ぎ部９の夫々の下方に位置している。こ
のため、閉塞部２９の屋外側に直接付着した雨水あるいは凹凸屋根材１１の上面から閉塞
部２９の屋外側に面に沿って流れた雨水が軒樋３２に落下して軒樋３２で受けられるよう
になっている。また、各通気空間２０に雨水が浸入した場合には、塞ぎ部９の各通気孔１
５から排出された雨水も軒樋３２で受けられるようになっている。
【００３３】
　図２に示されるように複数の凹凸屋根材１１で構成される屋根面上に、機能パネルとし
ての太陽光発電パネル３５が設けられている。太陽光発電パネル３５は、シリコンを主材
料とした半導体素子により太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換して出力するもので
ある。太陽光発電パネル３５は、上下両面で受光して発電可能な両面受光型のパネルであ
ってもよいし、上面のみで受光して発電可能なパネルであってもよい。
【００３４】
　太陽光発電パネル３５は複数の凹凸屋根材１１に跨って設けられている。凹凸屋根材１
１同士を連結する連結具１４のうち任意の連結具１４には、図３に示されるようにカバー
部材１８よりも上方に突出するボルト３６が設けられている。太陽光発電パネル３５はこ
れらボルト３６を用いて屋根面上に固定されている。
【００３５】
　図２に示されるように太陽光発電パネル３５は複数の凸部１２の上面に跨って載置され
ている。このように太陽光発電パネル３５を凸部１２の上面に載置することで、凸部１２
内側の通気空間２０を流れる外気により太陽光発電パネル３５を冷却することができる。
太陽光発電パネル３５は、周囲の雰囲気温度が高い場合や、直射日光が長時間照射された
場合等に、発電素子が高温になって発電効率（変換効率）が低下する恐れがある。しかし
、本実施形態では太陽光発電パネル３５を通気空間２０を流れる外気により冷却すること
ができるので、太陽光発電パネル３５の発電効率の低下を抑えることができる。
【００３６】
　また、太陽光発電パネル３５とこの下方に位置する凹凸屋根材１１の間には、太陽光発
電パネル３５と凹凸屋根材１１の凹部１３で囲まれた通気空間３７が形成されている。以
下、通気空間２０を第一通気空間２０と記載し、通気空間３７を第二通気空間３７と記載
する。
【００３７】
　第二通気空間３７は、太陽光発電パネル３５で閉塞された凹部１３と同数形成されてい
る。各第二通気空間３７は、太陽光発電パネル３５の軒棟方向における全長に亘って形成
されている。
【００３８】
　各第二通気空間３７の軒側端部３８は軒側に開口している。また、図４に示されるよう
に各第二通気空間３７の棟側端部３９は棟側に開口している。このように各第二通気空間
３７の軒側及び棟側を開口させることで、外気を各第二通気空間３７に軒側端部３８から
導入し、この外気を第二通気空間３７を通して棟側端部３９から排出することができる。
このため、各第二通気空間３７を通る外気によっても太陽光発電パネル３５を冷却するこ
とができる。なお、各第二通気空間３７における外気は、軒側から棟側に向かって空気が
流れやすくなっている。軒側に向かって下り傾斜した凹凸屋根材１１に当たった風が棟側
に向かって流れやすく、また、各第二通気空間３７において棟側に向かう自然対流が生じ
るからである。
【００３９】
　以上説明した本実施形態の屋根構造では、凹凸屋根材１１が野地板５上に設けられて凸
部１２と野地板５との間に第一通気空間２０が形成されている。このため、第一通気空間
２０に外気を通して野地板５と凹凸屋根材１１の間の十分な通気性を確保できる。また、
凹凸屋根材１１は軒棟方向において野地板５の軒側端縁よりも屋外側に突出する出代部２
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１を有し、この出代部２１における凸部１２の内側から第一通気空間２０に外気が導入さ
れる。このため、通気孔１５側から導入部２２の内側に至った外気を出代部２１における
凸部１２の上面部により棟側に誘導することができる。従って、第一通気空間２０の通気
性をさらに高められる。また、出代部２１の下側には通気孔１５を有する塞ぎ部９が設け
られている。このため、第一通気空間２０側には雨水や小鳥、虫等が入り難くなる。
【００４０】
　また、塞ぎ部９は凹凸屋根材１１の凹部１３の下面から下方に離間して配置され、この
塞ぎ部９には凸部１２に対応する箇所及び凹部１３に対応する箇所の夫々に通気孔１５が
形成されている。このため、塞ぎ部９を凹部１３の下面に当接した場合と比較して、第一
通気空間２０の通気性を高めることができる。すなわち、本実施形態では塞ぎ部９を凹部
１３の下面から下方に離間して配置したことにより、外気が凸部１２に対応する箇所に形
成された通気孔１５からだけでなく凹部１３に対応する箇所に形成された通気孔１５から
も第一通気空間２０に導入されるようになる。この場合、凹部１３に対応する箇所に形成
された通気孔１５を通過した外気は、凹部１３と塞ぎ部９の間の空間２６、凸部１２と塞
ぎ部９の間の空間２５、及び導入部２２内側の空間を順に経て第一通気空間２０に導入さ
れることとなる。これにより、外気が塞ぎ部９を通過して第一通気空間２０に導入される
際の圧力損失が小さくなって第一通気空間２０に外気が導入されやすくなる。従って、凹
凸屋根材１１の出代部２１の野地板５からの突出長さを抑えつつ、第一通気空間２０の充
分な通気性を確保することができる。また、出代部２１の突出長さを抑えることで、軒樋
３２の屋内外方向の幅の増加を抑えつつ、凹凸屋根材１１等から流下した雨水を軒樋３２
で受けることができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、凹凸屋根材１１の軒側端部に出代部２１と塞ぎ部９の間の空間
の屋外側を閉塞する閉塞部２９が設けられている。このため、雨水等が導入部２２を介し
て第一通気空間２０に入り込み難くなる。また、本実施形態では、塞ぎ部９が凹凸屋根材
１１の凹部１３の下面と平行な片状に形成されている。このため、塞ぎ部９とこの上側の
凹部１３の下面との間に上下幅が一様な空間２６を形成することができる。従って、外気
が空間２６を通過する際の圧力損失を小さくすることができ、第一通気空間２０の通気性
を高めることができる。
【００４２】
　（第二実施形態）
　次に上記とは異なる第二実施形態について説明する。なお、以下の第二実施形態の説明
では、第一実施形態と同一の構成については同一の番号を付与し、重複する説明は省略す
る。
【００４３】
　本実施形態では、図５に示されるように塞ぎ部材６の塞ぎ部９が凹凸屋根材１１の凹部
１３の下面に対して傾斜している。塞ぎ部９は屋外側に行く程徐々に凹部１３の下面に近
づくように傾斜しており、略水平である。塞ぎ部９の屋外側端縁は、閉塞部材２７の下覆
部３０の屋内側の面における上端部に当接している、又は同面上端部の近傍に配置されて
いる。
【００４４】
　このように本実施形態の塞ぎ部９は凹凸屋根材１１の凹部１３の下面に対して傾斜した
片状に形成されている。このため、第一実施形態のように凹部１３の下面と平行にした場
合と比較して、塞ぎ部９の屋外側への突出量を抑えつつ、通気孔１５が形成される塞ぎ部
９の面積を大きくすることができる。このため、凹凸屋根材１１の出代部２１の突出量を
抑えながら、塞ぎ部９における通気孔１５の開口面積を充分に確保して、第一通気空間２
０の通気性を高めることができる。
【００４５】
　なお、本実施形態では、塞ぎ部９を屋外側に行く程徐々に凹部１３の下面に近づくよう
に傾斜させたが、屋外側に行く程徐々に凹部１３の下面から遠ざかるように傾斜させる等
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【００４６】
　（第三実施形態）
　次に上記とは異なる第三実施形態について説明する。なお、以下の第三実施形態の説明
では、第一実施形態と同一の構成については同一の番号を付与し、重複する説明は省略す
る。
【００４７】
　本実施形態では、図６に示されるように塞ぎ部材６の塞ぎ部９が野地板５の軒側端部よ
りも下方に位置している。また、塞ぎ部材６は野地板５の軒側端部とこの下側に配置され
る塞ぎ部９の屋内側端部の間を塞ぐように配設される第二塞ぎ部を有している。以下、塞
ぎ部９を第一塞ぎ部９と記載する。
【００４８】
　本実施形態における沿片部８は野地板５の軒側端部よりも下方に延出されており、この
沿片部８によって第二塞ぎ部が構成されている。沿片部８（第二塞ぎ部）の野地板５より
下方に突出した部分には円形の第二通気孔４１が軒方向の全長に亘って多数形成されてい
る。すなわち、第二塞ぎ部には凹凸屋根材１１の凸部１２及び凹部１３の両者に対応する
位置に第二通気孔４１が形成されている。沿片部８（第二塞ぎ部）の下縁から屋外側に突
出した第一塞ぎ部９は、閉塞部材２７の下覆部３０の屋内側の面における下端部に当接し
ている、又は同面下端部の近傍に配置されている。
【００４９】
　このように本実施形態の第一塞ぎ部９は野地板５の軒側端部よりも下方に位置している
。また、野地板５の軒側端部と第一塞ぎ部９の屋内側端部の間を塞ぐように第二通気孔４
１を有する沿片部８（第二塞ぎ部）が設けられている。このため、塞ぎ部９と出代部２１
との間の隙間２４を第二通気孔４１を介して、沿片部８と軒部２の間の空間にも通じさせ
ることができる。このため、外気が第一通気空間２０に導入される際の圧力損失を小さく
することができ、第一通気空間２０の通気性を高められる。
【００５０】
　なお、本実施形態では第一塞ぎ部９を凹部１３の下面と平行にしたが、第二実施形態と
同様に凹部１３の下面に対して傾斜させても構わない。また、前記各実施形態では、機能
パネルを太陽光発電パネル３５で構成したが、その他の機能を有するパネルで構成しても
構わない。また、機能パネルは省略可能である。また、本発明は片流れ屋根だけではなく
切妻屋根等のその他の形状の屋根にも適用可能である。その他、本発明は上記し且つ図面
に示した実施形態にのみ限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更し
て実施し得るものである。
【符号の説明】
【００５１】
　５　野地板
　１１　凹凸屋根材
　１２　凸部
　１３　凹部
　２０　第一通気空間
　２１　出代部
　２９　閉塞部
　４１　第二通気孔
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